
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京

都
市
計
画
道
路
放
射
第
５
号
線
（
杉
並
区
久
我
山
二
丁
目

〜
久
我
山
三
丁
目
間
）
建
設
事
業
に
関
す
る
評
価
書
案
に

係
る
見
解
書
の
縦
覧
な
ど
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
実
施

し
ま
す
。

程
度
（
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は

抽
選
）。
１
人
15
分
以
内
。

◇
公
述
の
申
出

次
の
事
項
を
記

載
し
申
し
出
る
。
対
象
事
業
の
名

称
・
公
述
人
の
住
所
・
氏
名
（
ふ

り
が
な
）
・
電
話
番
号
、
団
体
な

ど
は
そ
の
名
称
・
事
務
所
所
在
地

・
代
表
者
の
氏
名
・
公
述
人
の
役

職
名
と
氏
名
・
住
所
・
電
話
番

号
。

◇
申
出
方
法

８
月
６
日
Œ
〜
20

日
Œ
（
消
印
有
効
）
に
「
〒
163
―

８
０
０
１
新
宿
区
西
新
宿
２
―
８

―
１
東
京
都
環
境
局
環
境
影
響
評

価
課
審
査
第
二
係
」
へ
郵
送
、ki

kukai@
kankyo.m

etro.toky
o.jp

へ
Ｅ
メ
U
ル
、
ま
た
は
窓
口

に
持
参
し
て
申
し
込
む
。

∞
東
京
都
環
境
局
環
境
影
響
評

価
課
審
査
第
二
係
ò
03
―
５
３
８

８
―
３
４
５
３

◇
人
数
お
よ
び
公
述
時
間

25
人

◆
縦
覧
期
間

７
月
30
日
Œ
〜
８

月
18
日
Ã

◆
縦
覧
時
間

午
前
９
時
30
分
〜

午
後
４
時
30
分

◆
縦
覧
場
所

環
境
対
策
課
（
市

役
所
５
階
X
番
窓
口
）
、
東
京
都

環
境
局
環
境
影
響
評
価
課
（
都
庁

第
二
本
庁
舎
８
階
）
、
東
京
都
多

摩
環
境
事
務
所
（
立
川
合
同
庁
舎

４
階
）

◆
閲
覧
場
所

情
報
公
開
総
合
窓

口
（
市
役
所
２
階
）
、
三
鷹
台
市

政
窓
口
、
東
部
図
書
館
、
東
社
会

平
成
15
年
度
第
３
回
三
鷹
市
都

市
計
画
審
議
会
を
開
催
し
ま
す
。

傍
聴
希
望
者
は
申
し
込
み
が
必
要

で
す
。

◆
開
催

７
月
30
日
Œ
午
前
10
時

か
ら
、
市
議
会
全
員
協
議
会
室

（
市
役
所
３
階
）
で
。

◆
諮
問
事
項

fl
「
三
鷹
市
土
地

利
用
総
合
計
画
（
改
定
）
の
土
地

利
用
基
本
方
針
」
に
つ
い
て
、
‡

用
途
地
域
等
見
直
し
の
三
鷹
市
原

案
に
つ
い
て

▼
７
月
24
日
œ
（
必
着
）
ま
で
に
、

往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名
・
電

話
番
号
を
記
入
し
「
〒
181
―
８
５

５
５
三
鷹
市
役
所
都
市
計
画
課
」

へ
申
し
込
む
。
定
員
15
人
（
定
員

を
超
え
た
場
合
は
25
日
–
午
前
10

時
に
抽
選
）。

さ
ん
に
広
く
周
知
す
る
と
と
も

に
、
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、

素
案
の
縦
覧
お
よ
び
公
聴
会
を
行

い
ま
す
。

【
縦
覧
】

７
月
25
日
–
〜
８
月
15
日
–
、

市
都
市
計
画
課
、
東
京
都
都
市
計

画
局
都
市
計
画
課
で
。

【
公
聴
会
】

三
鷹
都
市
計
画
区
域
に
関
す
る

内
容
も
あ
り
ま
す
。

▽
９
月
５
日
–
午
前
10
時
か
ら
、

立
川
市
女
性
総
合
セ
ン
タ
U
（
立

川
市
曙
町
２
―
36
―
２
）
で
。

▼
公
述
を
希
望
す
る
場
合
は
、
８

月
１
日
–
〜
15
日
–
に
、
公
述
申

出
書
を
東
京
都
都
市
計
画
局
都
市

計
画
課
へ
提
出
す
る
。
く
わ
し
く

は
同
課
ò
03
―
５
３
８
８
―
３
２

２
５
へ
。

都
で
は
、
都
市
計
画
区
域
の
マ

ス
タ
U
プ
ラ
ン
な
ど
に
関
す
る
都

市
計
画
の
素
案
を
策
定
し
ま
し

た
。
こ
の
内
容
を
、
市
民
の
み
な

大
沢
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
は
、

地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
話

合
い
、
ま
と
め
た
意
見
を
地
域
の

み
な
さ
ん
に
提
案
す
る
研
究
会
で

す
。
今
回
は
「
公
園
的
な
道
路
の

あ
り
方
に
つ
い
て
」
を
テ
U
マ
に

会
員
か
ら
の
報
告
を
受
け
、
そ
の

後
、
会
員
で
討
議
を
行
い
ま
す
。

研
究
会
へ
の
入
会
も
受
付
中
。

▽
７
月
21
日
è
午
後
１
時
30
分
か

ら
、
大
沢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

東
京
都
下
水
道
局
流
域
下
水
道

本
部
主
催
。

▽
７
月
27
日
À
（
小
雨
決
行
）
午

前
10
時
〜
午
後
３
時
、
北
多
摩
一

号
処
理
場
（
府
中
市
小
柳
町
６
―

６
）
で
。
施
設
見
学
の
ほ
か
、
和

太
鼓
・
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
の
演
奏
、

レ
ン
ガ
焼
き
物
造
り
、
ス
ト
ラ
ッ

ク
ア
ウ
ト
（
野
球
・
サ
ッ
カ
U
）、

ヨ
U
ヨ
U
す
く
い
な
ど
。
ブ
ル
U

ベ
リ
U
、
コ
ニ
フ
ァ
U
な
ど
の
苗

木
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
も
（
数
に
制
限

あ
り
）。

▼
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

∞
同
処
理
場
ò
042
―
365
―
４
３

０
２

野
鳥
の
違
法
捕
獲
、
違
法
飼
養

は
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
１
年
以
下
の
懲
役
ま
た

は
100
万
円
以
下
の
罰
金
、
６
カ
月

以
下
の
懲
役
ま
た
は
50
万
円
以
下

の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。
違
法

行
為
を
見
か
け
た
方
は
、
最
寄
り

の
警
察
署
ま
た
は
東
京
都
多
摩
環

境
事
務
所
自
然
環
境
課
ò
042
―
523

―
３
１
７
１
へ
連
絡
を
お
願
い
し

ま
す
。

東
京
外
か
く
環
状
道
路
の
オ
U

プ
ン
ハ
ウ
ス
を
開
設
し
ま
し
た
。

オ
U
プ
ン
ハ
ウ
ス
で
は
、
東
京

外
か
く
環
状
道
路
の
情
報
を
提
供

し
、
相
談
や
意
見
な
ど
を
お
聴
き

し
ま
す
。

▽
７
月
27
日
À
、
８
月
６
日
Œ
・

19
日
Õ
・
23
日
—
・
28
日
œ
の
い

▽
８
月
29
日
–
午
後
２
時
か
ら
、

杉
並
区
高
井
戸
地
域
区
民
セ
ン
タ

U
３
階
体
育
室
で
。

▼
当
日
午
後
１
時
30
分
か
ら
、
会

場
で
傍
聴
券
を
配
布
。
傍
聴
は
先

着
200
人
程
度
。

※
公
述
の
申
し
出
が
な
い
場
合

は
聴
く
会
は
開
催
し
ま
せ
ん
。

ず
れ
も
午
後
１
時
〜
５
時
、
新
川

あ
お
や
ぎ
公
園
内
オ
U
プ
ン
ス
ペ

U
ス
（
新
川
一
丁
目
）
で
。

※
７
月
27
日
À
は
、
協
議
員
が

出
席
し
て
直
接
み
な
さ
ん
の
ご
意

見
を
伺
い
ま
す
。

▼
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
開
催
日
以
外
で
も
ご
希
望
が

あ
れ
ば
開
催
し
ま
す
の
で
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

∞
市
都
市
計
画
課
ò
内
線
２
８

１
４
・
国
土
交
通
省
東
京
外
か
く

環
状
道
路
調
査
事
務
所
ò
０
１
２

０
―
34
―
１
４
９
１
・
東
京
都
都

市
計
画
局
外
か
く
環
状
道
路
担
当

ò
03
―
５
３
８
８
―
３
２
７
９

U
で
。

▼
事
前
に
、
大
沢
住
民
協
議
会
事

務
局
事
務
局
長
ò
32
―
６
９
８
６

へ
申
し
込
む
。

冷
た
い
飲
み
も
の
が
お
い
し
い

季
節
に
な
り
ま
し
た
。
市
で
は
、

空
き
び
ん
・
空
き
缶
を
月
２
回
、

オ
レ
ン
ジ
色
の
コ
ン
テ
ナ
で
収
集

し
て
い
ま
す
が
、
夏
に
な
る
と
収

集
量
が
増
え
、
コ
ン
テ
ナ
か
ら
あ

ふ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
量
が
増
え
る
の
は
、
一
時
的

な
も
の
な
の
で
、
収
集
の
効
率
を

考
え
る
と
コ
ン
テ
ナ
の
配
布
数
を

簡
単
に
は
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

み
な
さ
ん
に
は
、
ご
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
以
下
に
協
力
く

だ
さ
い
。

◇
空
き
缶
は
で
き
る
だ
け
つ
ぶ

す
。

◇
ビ
U
ル
は
瓶
ビ
U
ル
を
選
び
、

酒
屋
さ
ん
に
引
き
取
っ
て
も
ら
う

よ
う
に
す
る
。

◇
よ
く
買
い
物
に
行
く
ス
U
パ
U

の
店
頭
自
主
回
収
を
利
用
す
る
。

◇
地
域
で
行
っ
て
い
る
集
団
回
収

に
参
加
す
る
。

◇
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
や
持
参
し
た
袋
は
絶
対
に
入
れ

な
い
。

空
き
び
ん
・
空
き
缶
は
同
じ
オ

レ
ン
ジ
色
の
コ
ン
テ
ナ
に
一
緒
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
び
ん

と
缶
を
分
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。一
緒
に
収
集
す
る
理
由
は
、
次

の
優
れ
た
点
が
あ
る
た
め
で
す
。

◇
収
集
運
搬
中
に
缶
が
ク
ッ
シ
ョ

ン
に
な
り
び
ん
が
割
れ
な
い
。

◇
２
種
類
の
コ
ン
テ
ナ
を
収
集
す

る
よ
り
も
、
１
種
類
の
コ
ン
テ
ナ

で
ま
と
め
た
方
が
効
率
が
よ
く
、

収
集
車
両
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き

る
。∞

ご
み
対
策
課
ò
内
線
２
５
３

３

日
に
発
送
し
ま
し
た
）
。
な
お
、

納
期
限
が
過
ぎ
る
と
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
た
り
、
滞
納
処
分
を
受
け

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
特

別
の
事
情
が
な
い
の
に
長
い
間
保

険
税
を
滞
納
す
る
と
、
保
険
証
の

返
還
や
保
険
給
付
を
一
部
差
し
止

め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
納
税
に
は
安
心
・
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

申
し
込
み
は
、
保
険
課
（
市
役

所
１
階
Á
番
窓
口
）
、
各
市
政
窓

口
、
指
定
金
融
機
関
、
郵
便
局
へ

fl
納
税
通
知
書
、
‡
預
金
通
帳
、

·
届
出
印
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

∞
保
険
課
国
保
納
税
係
ò
内
線

２
３
９
３

「
東
京
ア
メ
ッ
シ
ュ
」
は
250
A

四
方
の
範
囲
の
降
雨
情
報
を
把
握

で
き
、
10
分
ご
と
に
更
新
さ
れ
る

最
新
の
雨
の
情
報
や
過
去
１
時
間

の
降
雨
履
歴
・
注
意
報
・
警
報
を

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
集
中
豪
雨

や
台
風
情
報
な
ど
に
お
役
立
て
く

だ
さ
い
。

◆
ホ
U
ム
ペ
U
ジ
か
ら

東
京
都

下
水
道
局
ホ
U
ム
ペ
U
ジhttp:

//w
w
w
.gesui.m

etro.tokyo
.jp/◆

ｉ
モ
U
ド
か
ら

「
ｉ
Ｍ
ｅ
ｎ

ｕ
」
∞「
メ
ニ
ュ
U
リ
ス
ト
」
∞「
天

気
／
ニ
ュ
U
ス
／
情
報
」
∞「
全
国

の
お
天
気
」
∞「
東
京
雨
模
様
」

◆
Ｅ
Ｚ
　
Ｗ
ｅ
ｂ
か
ら

「
ト
ッ

プ
メ
ニ
ュ
U
」
∞「
最
新
情
報
を
チ

ェ
ッ
ク
」
∞「
天
気
」
∞「
て
ん
コ
ミ

関
東
甲
越
¿
」
∞「
関
東
だ
け
¿
」

◆
Ｊ
―
ス
カ
イ
か
ら

「
Ｊ
―
ス

カ
イ
メ
イ
ン
」
∞「
天
気
・
ニ
ュ
U

ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
∞「
天
気
」
∞「
日

本
気
象
協
会
」
∞「
東
京
雨
模
様
」

∞
東
京
都
下
水
道
局
広
報
サ
U

ビ
ス
課
ò
03
―
５
３
２
０
―
６
５

１
１

校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
ま
た

は
旧
制
中
学
校
令
に
よ
る
中
学
校

以
上
の
学
校
の
土
木
工
学
科
や
こ

れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
了
し
て

卒
業
し
た
方
。

◆
試
験
日
時

10
月
19
日
À
午
前

10
時
〜
正
午

◆
試
験
会
場

拓
殖
大
学
（
文
京

区
小
日
向
３
―
４
―
14
・
丸
の
内

線
茗
荷
谷
駅
下
車
徒
歩
５
分
）

◆
受
験
費
用

６
千
円

◆
受
験
申
込
書
の
配
布

７
月
28

日
Ã
〜
９
月
16
日
Õ
（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
）
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
（
正
午
〜
午
後
１

時
を
除
く
）
、
下
水
道
課
（
市
役

所
５
階
）
で
。

◆
申
込
方
法

８
月
１
日
–
〜
９

月
16
日
Õ
（
消
印
有
効
）
に
、
日

本
下
水
道
協
会
東
京
都
支
部
責
任

技
術
者
資
格
試
験
事
務
局
「
〒
100

―
８
６
９
９
千
代
田
区
大
手
町
２

―
６
―
２
日
本
ビ
ル
３
階
　
東
京

都
下
水
道
サ
U
ビ
ス
X

技
術
部
土

木
技
術
課
」
へ
郵
送
し
て
申
し
込

む
。※

試
験
日
が
当
初
予
定
し
て
い

た
10
月
５
日
À
か
ら
変
更
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。∞

市
下
水
道
課
ò
内
線
２
８
７

３

日
本
下
水
道
協
会
東
京
都
支
部

で
は
、
東
京
都
全
域
を
対
象
と
し

た
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
資

格
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

◆
受
験
資
格

実
務
経
験
で
受
験

す
る
場
合
＝
fl
指
定
排
水
設
備
工

事
事
業
者
な
ど
で
引
き
続
き
２
年

以
上
（
試
験
の
実
施
日
現
在
）
排

水
設
備
工
事
に
従
事
し
た
方
、
‡

地
方
公
共
団
体
で
引
き
続
き
３
年

以
上
排
水
設
備
工
事
に
従
事
し
た

方
。
学
歴
で
受
験
す
る
場
合
＝
学

た
は
郵
便
局
へ
ど
う
ぞ
。
口
座
振

替
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
納

税
課
ò
内
線
２
４
１
７
へ
。

市
で
は
、
平
成
16
年
度
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税
の
た

め
家
屋
の
現
況
調
査
を
行
っ
て
い

ま
す
。
平
成
15
年
１
月
２
日
以
降

に
、
新
築
お
よ
び
増
改
築
さ
れ
た

家
屋
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
ご
連

絡
の
う
え
、
市
の
調
査
員
（
固
定

資
産
評
価
補
助
員
）
が
伺
っ
て
間

取
り
の
確
認
な
ど
、
室
内
を
見
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
取
り
壊
し
た
家
屋
が
あ

る
と
き
は
、
法
務
局
（
登
記
所
）

へ
の
届
け
出
と
と
も
に
、
調
査
員

ま
た
は
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。∞

資
産
税
課
ò
内
線
２
３
６
５

今
月
は
固
定
資
産
税
第
２
期
分

の
納
期
（
７
月
31
日
）
で
す
。
納

期
内
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。
な
お
、
市
税
を
未
納
の
ま

ま
に
し
て
お
き
ま
す
と
、
延
滞
金

（
年
14
・
６
M
〈
当
該
納
期
限
の

翌
日
か
ら
１
カ
月
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
年
４
・

１
M
〉
）
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
も

し
、
災
害
な
ど
特
別
な
事
情
で
納

付
が
困
難
な
場
合
に
は
、
そ
の
ま

ま
放
置
せ
ず
納
税
課
（
市
役
所
２

階
Û
番
窓
口
ò
内
線
２
４
２
１
・

２
４
３
１
）へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
納
税
に
は
安
心
・
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

お
申
し
込
み
は
金
融
機
関
、
ま
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■
見
解
書
の
縦
覧

■
都
民
の
意
見
を
聴
く
会

◆
都
民
の
意
見
を
聴
く
会

の
公
述
人
の
募
集

三
鷹
市

都
市
計
画
審
議
会
の

傍
聴
受
付

都
市
計
画
の

案
に
関
す
る

公
聴
会
の
開
催

東
京
外
か
く
環
状
道
路
の

オ
U
プ
ン
ハ
ウ
ス
開
催

大
沢
ま
ち
づ
く
り

研
究
会

お
も
し
ろ
体
験

〜
処
理
場
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

北
多
摩
一
号
処
理
場
開
設
30
周
年
記
念
祭

排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者

資
格
試
験
を
実
施

空
き
び
ん
・

空
き
缶
の
お
願
い

野
鳥
の
密
猟
、

無
許
可
飼
養
は

犯
罪
で
す

イ
ン
タ
U
ネ
ッ
ト
で

降
雨
情
報
が

確
認
で
き
ま
す

家
屋
の
調
査
に

ご
協
力
を

市
税
の
納
付
は

お
済
み
で
す
か
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国
民
健
康
保
険
税
の
第
１
期
の

納
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。
納
期

内
の
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
（
税
納
税
通
知
書
は
７
月
10

今
月
は

国
民
健
康
保
険
税

第
１
期
の
納
期
で
す

障
害
基
礎
年
金

受
給
者
の

現
況
届
の
提
出
を

障
害
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
で
、
初
診
日
が
20
歳
未
満
だ

っ
た
方
や
旧
障
害
福
祉
年
金
か
ら

切
り
替
わ
っ
た
方
に
は
、
社
会
保

険
事
務
所
か
ら
現
況
届
が
送
付
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
提
出
さ
れ
て

い
な
い
方
は
、
必
要
事
項
を
記
入

し
７
月
31
日
œ
ま
で
に
市
民
課
庶

務
・
年
金
係
（
市
役
所
１
階
·
番

窓
口
）
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
税
の
申
告
を
し
て
い
な

い
方
は
済
ま
せ
て
か
ら
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
１
月
２
日
以

降
三
鷹
市
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、

前
住
地
の
課
税
（
所
得
）
証
明
書

が
必
要
で
す
。

∞
市
民
課
庶
務
・
年
金
係
ò
内

線
２
３
９
５

市
の
組
織
が

変
わ
り
ま
し
た

７
月
14
日
か
ら
ア
ニ
メ
U

シ
ョ
ン
美
術
館
に
関
す
る
事

務
が
生
活
環
境
部
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
文
化
室
の
所
管
に
、
ま

た
市
民
部
市
民
課
の
住
民
記

録
係
、
戸
籍
係
、
庶
務
係
が
、

届
出
・
証
明
係
、
戸
籍
記
録

係
、
庶
務
・
年
金
係
に
変
わ

り
ま
し
た
。

∞
企
画
経
営
室
ò
内
線
２

１
５
１

教
育
会
館


